
                
新型コロナウイルスに関連した感染症対策への対応状況について  

 

１ 学校の臨時休業 

 (1) 県立学校 

    全ての県立学校（中学校、高等学校、特別支援学校）において、 

３月２日(月)から 24 日(火)の間、臨時休業。 

 (2) 市町立学校 

    国の休業要請を踏まえ適切に対応するよう通知。 

(2 月 28 日付。添付資料参照)                          

  ＜各市町の休業状況＞ 

 ・3 月 2 日(月)～24 日(火) 14 市町 

 ・3 月 3 日(火)～24 日(火)  4 市 

  ・3 月 4 日(水)～24 日(火)  1 市 

 

２ 卒業式における対応 

  県立学校、市町立学校とも、参列者を限定するなどの配慮を行い、予定どお

り実施。 

  ＜実施状況 3 月 17 日現在＞ 

 ・県立高校     45 校全て実施済み  

 ・県立中学      1 校実施済み、2校実施予定  

 ・県立特別支援学校  10 校実施済み、4校実施予定 （1校対象者なし） 

 ・市町立学校     中学校 95 校、義務教育学校 1校実施済み 

           小学校 8校実施済み、214 校実施予定  

 

３ 県立学校の入試における対応 

  予定どおり実施。新型コロナウイルスに感染した生徒(感染の疑いのある者

も含む)については追検査を実施。 

 

４ 修学旅行にかかる対応 

 (1) 県立学校は年度内の実施予定なし。（例年県立高校は秋を中心に、特別支

援学校は 5月以降に実施） 

(2) 市町立学校は、日程変更等について早めに検討するよう、市町教育委員会

へ要請(2 月 27 日付)。年度内に実施予定だったのは 1校で、実施を延期。 
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５ 子どもの居場所づくりの取組 

(1) 13 市町の市町立学校において、受け入れを実施。 

(2) 各特別支援学校においては、家庭や福祉での対応が困難な場合、学校での

一時的対応を実施。また、高等部三年生については、必要に応じて就労のた

めの実習等を実施している。 

    

６ 各県立施設やイベント等の対応   

(1) 安土城考古博物館は、２月 29 日(土)から 3月 24 日（火）頃まで閉館。 

 (2) 図書館、長浜ドーム宿泊研修館は開館。 

(3) 県教委主催のイベント、行事は 3月 24 日(火)開催分まで中止・延期。     

 

７ 教職員の服務等について 

(1) 感染症の拡大抑制対応のため「時差出勤制度」を導入。学校の臨時休業 
の要請等への対応のため、子の世話を行うためやむを得ないと認められる場

合に、特別休暇が取得できる取り扱いを通知。(3 月 2 日付) 
(2)  要請に応じ校長の職務命令により、教職員が放課後児童クラブや放課後 

等デイサービスの業務に携わらせることができることを通知（3月3日付）。 

(3)  非常勤講師等について、年度末の成績処理に加え、児童・生徒の学習支 

援に必要な教材作成や家庭学習への支援などの業務を行うために勤務でき 

ることとした。 
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春季休業中の登校日の設定、部活動等について 

 

 県立学校における春季休業（3/25～4/7）中の生徒の登校は、下記の事項に留意し、新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止の措置を十分にとったうえで、登校日を設けることや部活動を実施することを可能

とする。 

 

◆留意事項 

１ 春季休業中の登校日の設定について 

□   ３月２５日以降に、新年度の準備等のため登校日を設ける場合、学年やクラスを日時など

で分けたり、時間短縮をしたり工夫する。 

□   感染症拡大防止（登校日の朝の検温、マスクの着用、手洗い・手指の消毒・うがいの実施、

部屋の換気等）を生徒に十分指導する。 

 

２ 春季休業中の部活動について 

□  ３月２５日以降に部活動を実施することについては、感染症拡大防止対策（登校日の朝の

検温、マスクの着用、手洗い・手指の消毒・うがいの実施、部屋の換気等）を十分とったう

えで、校内における活動に限定して実施することができる。 

□  この場合においても、合宿や遠征、県内外の他校との練習試合や合同練習、演奏会や展覧

会等については中止または４月８日以降に延期するものとする。 

□  詳細は別紙による。 

 

 

※ 上記については、現時点での判断であり、今後、新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっ 

ては、時期や内容の見直しをすることもある。 
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春季休業（3/25～4/7）中の部活動について（3月 17 日現在） 

 
 
 
 

 

※具体的な留意点 

【実施にあたって】 

○ 健康観察を十分に行い、風邪等の症状がある生徒は参加させない。 
○ 生徒本人・保護者の意向を尊重し、参加を強制しない。 
○ 下記の感染拡大防止対策を十分とれないときは、部活動の実施を見合わせること。 

【感染拡大防止対策について】 

○ クラスター（集団）の発生のリスクを下げるための３つの原則（①②③）を守

り、登校日の朝の検温、マスクの着用、手洗い、手指の消毒、うがいの実施、部屋

の換気等のほか、共用品を使わないなどの感染拡大防止対策を徹底する。 
① 換気を励行すること 
② 人の密度をさげること 
③ 近い距離での会話をできるだけ避けること 

例えば 
・体育館、教室、校舎内等で活動する部活動においては、活動時間を分散させたり、

人数を制限するなどして、一つの空間で大勢の生徒が活動しないようにする。ま

た、換気をこまめに行う。 
・身体接触のある活動、互いに近接して行う活動、器具やボール等を介して接触す

る活動においては、練習内容や練習方法に配慮するとともに、練習前・休憩時・

練習後などに手洗いをしっかり行う。 
・器具・ボール・楽器等の衛生を保つとともに、ドアノブ等、手で触るところはこ

まめに拭くようにする。特に楽器については唾液の処理等も適切に行う。 
・更衣室や部室は、交替で入室するなどして、一度に多数の生徒が着替え等を行わ

ないようにする。 
・汗を拭くタオルなどは自分以外のものには触れない。（共用しない） 

【注意点】 

○ 屋外での活動自体はリスクが低くても、着替えやミーティングの際に３つの条件

（①密閉空間であり換気が悪い、②手の届く距離に多くの人がいる、③近距離での

会話がある）が重なってしまうことがあるので、十分に注意する。 
○ 活動場所や更衣室については、使用後に次亜塩素酸を含む塩素系漂白剤を薄めて

拭き掃除を行うこと。 
※ 新型コロナウイルス感染症については、日々状況が流動的に変化していることか

ら、今後の感染の広がりを見ながら、変更があり得ることを申し添えます。 

  なお、各学校においても、県や文部科学省・厚生労働省等のホームページをこま 

めに確認していただくとともに、最新の情報を入手していただき、引き続き、児童 

生徒の安全確保に細心の注意を払ってください。 

・３月２５日以降に、部活動を実施することについては、感染症拡大防止対策を十分

とったうえで、校内における活動に限定して実施することができる。 
・この場合においても、合宿や遠征、県内外の他校との練習試合や合同練習、演奏 

会や展覧会等については中止または４月８日以降に延期するものとする。 

別紙 

-4-



-5-



-6-



-7-



-8-



-9-



-10-



-11-



-12-



-13-


